
「
東
津
日
記
』
と
『
東
津
禦
侮
輯
要
』

』ま

じ

め

一
八
六

0
年
代
後
半
か
ら
、
朝
鮮
は
、
当
時
東
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
を
図
っ
て

い
た
西
洋
列
強
と
初
め
て
武
力
簡
突
を
経
験
し
た
。
一
八
六
六
年
の
ゼ
ネ
ラ
ル

シ
ャ

1
マ
ン
(
吋

z
a
g
o
g
-
∞ぽ『
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2・
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)
号
事
件
、
対
仏
交

戦
な
ど
を
経
て
、
一
八
六
八
年
米
軍
艦
シ
ェ
ナ
ン
ド

1
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8
君
主
〉
号
事
件
と
オ
ベ
ル
ト
事
件
が
あ
り
、
一
八
七
一
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ

と
の
江
華
島
戦
闘
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
〈
洋
擾
〉
に
直
面
し
て
、

朝
鮮
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
め
か
の
問
題
は
、
そ
の
後
の
朝
鮮
の
近
代
へ
の

対
応
に
お
け
る
思
想
的
基
盤
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

韓
国
で
は
そ
の
問
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
新
し
い
史
料
の
発
見

〈

1
}

が
あ
り
、
次
第
に
そ
の
内
容
が
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
一
八
六
八
年
米
軍
艦

i

i

問

q由
}

シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
事
件
に
つ
い
て
は
史
料
の
不
足
の
た
め
に
、
十
分
に
研
究
さ

に
つ
い
て

ヲ子

素

英

れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

今
回
、
紹
介
し
よ
う
と
す
る
『
東
津
日
記
』
と
『
東
樟
禦
侮
輯
要
』
は
、
ま

さ
に
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
側
の
対
応
を
理
解
で
き
る
史
料
の
一
つ
で
あ
る
と
考

え
る
。
こ
れ
は
韓
国
ソ
ウ
ル
大
学
校
喪
章
閣
に
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
し
て

所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
蜜
章
閣
韓
国
本
図
書
解
題

l

史
部
』
(
一
九
八
一
年
初
版
、
一
九
九
三
年
初
版
ニ
刷
)
で
は
こ
れ
に
関
す
る

解
題
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
‘
最
近
発
行
さ
れ
た
『
査
章
閣
韓
国
本
図
書
解

題
続
集
l
史
部
』
第
一
巻
〈
一
九
九
四
年
、
一

O
月
)
で
は
、
金
ジ
ョ
ン
氏
の

書
い
た
『
東
津
日
記
』
に
関
す
る
解
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
『
東
津
禦
侮
輯

(
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要
』
に
関
す
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
使
っ
た
研

究
論
文
も
い
ま
だ
管
見
で
き
な
い
。

(
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筆
者
は
す
で
に
こ
の
史
料
を
利
用
し
た
論
文
を
発
表
し
た
が
、
こ
の
史
料
の

全
体
像
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
東
津
日

記
』
と
『
東
津
禦
侮
輯
要
』
自
体
に
焦
点
を
あ
て
、
本
書
の
著
者
や
そ
の
内
容

を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
。

『東津日記』と『東津禦侮輯要』についてz 



『東津禦侮輯要』

2 

『
東
津
日
記
』
と

の
概
要

『
東
津
禦
侮
輯
要
』

『
東
樟
日
記
』
と
『
東
津
禦
侮
輯
要
』
は
毛
筆
体
と
し
て
、
『
東
津
日
記
』
が

丙
寅
年
(
一
八
六
六
年
)
七
月
十
一
日
の
平
壌
で
の
ゼ
ネ
ラ
ル
シ
ャ
l
マ
ン
号

事
件
の
概
略
を
述
べ
た
も
の
か
ら
始
ま
り
、
己
巳
年
(
一
八
六
九
年
〉
二
月
ニ

十
日
ま
で
の
日
記
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
日
付
を
飛
ば
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど

の
内
容
は
簡
単
な
箇
条
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
(
総
三
十
九
頁
)

一
方
、
『
東
津
禦
侮
輯
要
』
は
戊
辰
年
(
一
八
六
八
年
)
の
米
シ
ェ
ナ
ン
ド
l

号
来
朝
事
件
の
経
過
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
異
様
船
の
出
現
を
知
ら
せ
た
戊

辰
三
月
二
十
日
か
ら
八
月
七
日
ま
で
の
日
記
形
式
の
記
録
で
あ
る
。
部
分
的
に
、

清
国
と
の
往
復
杏
文
、
当
時
の
西
洋
事
情
に
関
す
る
報
告
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、

シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
が
現
れ
た
三
月
二
十
日
か
ら
こ
れ
が
退
去
す
る
四
月
二
十
七

日
ま
で
、
こ
れ
へ
の
対
処
過
程
が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
シ

a
ナ
ン

ド
l
号
の
来
朝
の
た
め
に
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
三
月
二
十
日
か
ら
四
月
十
日

ま
で
が
も
っ
と
も
詳
し
く
、
当
時
平
安
道
観
察
使
で
あ
っ
た
朴
珪
寿
を
は
じ
め

と
し
て
、
周
辺
の
武
将
や
諸
官
吏
ら
と
交
わ
し
た
書
簡
な
ど
が
引
用
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
対
応
の
仕
方
が
時
間
を
追
っ
て
把
握
で
き
、
そ
の
量
は
『
東
津
禦
侮

輯
要
』
の
総
百
四
十
一
頁
中
、
百
三
十
四
頁
に
上
っ
て
い
る
。
四
月
十
日
以
後

に
お
い
て
は
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
が
一
応
、
黄
海
の
席
島
と
楓
島
に
停
泊
し
、

小
康
状
態
の
中
で
、
朴
珪
寿
の
心
境
の
変
化
や
動
揺
の
状
況
を
窺
い
知
る
こ
と

も
で
き
る
。
四
月
二
十
七
日
に
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
は
中
国
へ
帰
港
し
た
。

さ
て
、
東
津
と
は
ど
こ
に
位
置
す
る
場
所
で
あ
る
の
か
。
一
八
七
二
年
に
作

(
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成
さ
れ
た
平
安
道
龍
岡
県
図
の
中
で
は
、
東
津
に
つ
い
て
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平壌付近の沿海図

東
津
鎮
在
県
(
龍
岡

i
引
用
者
注
)
東
九
十
里
許
急
水
門
右
、
市
三
面
環

海
、
一
隅
連
岡
険
阻
、
其
勢
真
箕
営
〈
平
壌
l
引
用
者
注
)
之
阪
口
、
故

丁
卯
監
司
朴
珪
寿
啓
請
瓶
設
。

と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
津
は
急
水
門
の
右
に
位
置
し
て
い
て
、
ま

さ
に
平
壌
を
ま
も
る
要
塞
に
該
当
す
る
地
域
と
し
て
、
一
八
六
七
年
に
平
壌
監

司
(
日
平
安
道
観
察
使
〉
の
朴
珪
寿
の
要
請
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
所
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
高
宗
実
録
』
の
丙
寅
年
(
一
八
六
六
)
八
月
二
十
日

条
に
、
朴
珪
寿
の
状
啓
と
し
て
、
東
津
と
鉄
島
は
、
黄
海
と
大
向
江
を
結
ぶ
地

点
と
し
て
、
今
後
あ
り
う
る
異
様
船
の
到
来
に
対
応
す
る
上
で
、
戦
略
的
拠
点

に
な
る
地
域
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
こ
に
新
し
い
鎮
を
設
け
る
こ
と
を
建
議
し

て
い
る
。
こ
の
要
請
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
東
津
と
鉄
島
(
黄
海
道
管
轄
)
に
新

し
い
鎮
が
設
置
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
書
物
の
著
者
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
の
か
。

著
者
に
つ
い
て

同
書
の
著
者
は
、
本
書
の
中
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
著
者
を
つ
き
と
め

る
た
め
の
い
く
つ
か
の
端
緒
が
あ
る
。
『
東
津
日
記
』
の
丙
寅
七
月
十
五
日
条

を
み
る
と
、
成
鏡
道
照
川
郡
守
と
し
て
一
応
、
全
羅
道
の
兵
馬
虞
侯
に
任
命
さ

れ
る
が
、
同
八
月
二
十
日
条
を
み
る
と
、
平
壌
監
営
の
平
院
堂
に
て
巡
相
(
監

司
の
異
称
)
の
朴
珪
寿
に
会
い
、
東
津
鎮
の
愈
使
に
任
命
さ
れ
た
者
で
あ
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て
、
『
高
宗
実
録
」
丙
寅
八
月
二
十
日
条
を
み
る

と
、
照
川
郡
守
で
あ
る
李
鍾
元
を
新
し
く
設
置
し
た
東
津
鎮
の
愈
使
に
任
命
す

る
と
い
う
記
事
が
み
え
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
合
わ
せ
る
と
、
本
書
の
著
者
が
李

『東津日記』と『東津禦侮輯要』について3 



鍾
元
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
李
鍾
一
苅
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
の
か
。
『
東
津
日
記
』
を
み
る

と
彼
の
官
歴
は
照
川
郡
守
、
東
津
愈
使
を
歴
任
し
て
お
り
、
武
班
で
あ
る
こ
と

は
わ
か
る
。
し
か
し
、
よ
り
詳
し
い
履
歴
を
把
握
で
き
る
文
献
を
突
き
止
め
る

(
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こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
筆
者
は
今
回
『
武
譜
』
を
研
究
し
て
い
る
鄭
海
恩

氏
の
協
力
を
得
て
、
『
武
譜
』
の
〈
平
昌
李
氏
〉
の
部
分
に
李
鍾
元
の
名
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
彼
は
事
仁
査
の
息
子
で
あ
り
、
丙
成
年
(
一
八
二
六
年
)

生
ま
れ
で
、
乙
巳
年
(
一
八
四
五
年
〉
に
科
挙
の
武
科
に
及
第
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
韓
国
の
『
万
姓
大
同
譜
』
上
巻
(
新
韓
書
林
、
一
九
七
二
)
を
調
べ
て
み
る

と
、
平
昌
李
氏
の
と
こ
ろ
に
、
李
鍾
元
の
名
が
み
え
、
父
は
〈
仁
杢
V

で
、
披

州
牧
使
を
歴
任
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
人
が

『
東
津
日
記
』
な
ど
を
著
述
し
た
人
物
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。そ

こ
で
、
こ
れ
を
基
に
し
て
『
平
昌
李
氏
世
譜
』
(
古
川
城
、
平
昌
李
氏
大
同

譜
所
刊
、
一
九
二

O
年
、
ニ
十
冊
)
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
彼
の
略
歴
を
突
き
止

め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
李
鍾
元
は
平
昌
李
氏
翼
平
公
派
の
家

柄
で
、
葵
未
年
(
一
八
二
三
年
〉
五
月
七
日
生
れ
、
庚
午
年
(
一
八
七

O
年
)
、
享

年
四
七
歳
で
没
し
て
い
る
。
憲
宗
十
一
年
(
一
八
四
五
年
)
乙
巳
年
の
武
科
に
及

第
し
、
宣
伝
官
、
訓
練
愈
正
、
照
川
郡
守
、
全
羅
兵
虞
侯
、
東
津
食
使
、
域
州

牧
使
を
歴
任
し
て
い
る
。
さ
ら
に
生
ま
れ
た
年
は
「
武
譜
L

の
記
述
と
異
な
る

が
、
『
平
昌
李
氏
世
譜
』
の
ほ
う
が
信
濃
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
「
世
譜
』
に
よ
る
と
、
彼
の
父
で
あ
る
李
仁
杢
(
一
八

O
八
l

一
八
六

一
)
、
祖
父
の
李
邦
栄
(
一
七
七
七

l
一
八
二
六
)
な
ど
が
み
な
武
科
で
及
第
し
、

父
の
官
職
は
府
使
と
五
衛
将
の
官
職
に
、
祖
父
は
宜
略
将
軍
に
登
っ
て
い
た
。

兄
弟
、
親
戚
の
な
か
で
も
武
班
職
を
歴
任
し
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
な
ど
を
み

る
と
、
と
の
家
は
代
々
武
班
と
し
て
名
声
の
あ
る
家
系
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

李
鍾
元
が
東
津
愈
使
に
赴
任
し
た
時
期
は
、
一
八
六
六
年
八
月
か
ら
一
八
六

九
年
二
月
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
『
東
津
日
記
』
や
『
東
一
津
禦
侮
輯
要
』

に
現
れ
て
い
る
彼
の
人
柄
を
も
う
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。

李
鍾
元
は
一
八
六
六
年
八
月
二
十
日
に
は
平
院
堂
で
平
安
道
観
察
使
朴
珪
寿

に
会
い
〈
洋
賊
侵
擾
之
事
〉
に
つ
い
て
説
明
を
う
け
、
新
た
に
東
津
に
鎮
を
設

け
る
が
、
そ
の
愈
使
に
李
鍾
元
を
任
命
す
る
と
い
う
旨
を
知
ら
さ
れ
る
。
ま
た

八
月
三
一

O
目
、
李
鍾
元
は
中
軍
と
と
も
に
朴
珪
寿
に
面
会
し
た
が
、
朴
珪
寿
が

大
院
君
と
交
わ
し
た
書
簡
を
見
せ
、
大
院
君
が
李
鍾
元
を
信
任
し
て
お
り
、
李

(
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鍾
元
の
任
務
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

八
月
二
十
二
日
に
は
、
平
壌
大
同
江
の
閑
似
亭
前
で
、
同
伴
し
た
人
か
ら
、

洋
賊
(
ゼ
ネ
ラ
ル
シ
ャ

l
マ
ン
号
の
乗
組
員
)
を
勤
滅
し
た
場
所
や
防
守
し
た

場
所
を
教
え
ら
れ
、
二
十
六
日
に
は
、
朴
珪
寿
監
司
や
中
軍
と
と
も
に
設
鎮
方

略
に
つ
い
て
論
議
し
、
二
十
八
日
に
は
、
焼
却
さ
れ
た
ゼ
ネ
ラ
ル
シ
ャ
!
?
ン

号
か
ら
押
収
し
た
戦
利
品
を
点
検
し
た
が
、

往
見
庶
予
与
中
軍
同
閲
洋
賊
所
得
軍
械
、
市
為
火
所
尽
灰
者
、
不
知
為
屡

万
金
云
。
一
小
舟
之
所
載
如
此
、
其
大
貨
之
物
、
当
為
幾
許
哉
。

と
い
い
、
西
洋
船
舶
の
膨
大
な
規
模
に
驚
き
の
念
を
表
し
た
。

ま
た
、
『
東
津
日
記
』
の
最
初
の
記
述
が
ゼ
ネ
ラ
ル
シ
ャ

1
マ
ン
号
事
件
に

関
す
る
略
述
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
彼
は
実
際
、
西
洋
列
強
の

外
圧
に
対
す
る
危
機
意
識
が
高
ま
る
状
況
の
な
か
で
、
こ
れ
に
対
処
す
る
任
務

に
当
た
っ
て
い
た
だ
け
に
、
彼
自
身
も
常
に
西
洋
列
強
に
対
す
る
危
機
意
識
を

持
ち
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

4 



九
月
一
日
、
李
鍾
元
は
平
壌
か
ら
東
津
を
目
指
し
て
出
発
し
た
が
、
そ
の
行

路
で
、
高
麗
時
代
の
優
れ
た
武
将
と
し
て
名
高
い
犠
壁
将
軍
の
影
楠
所
に
立
ち

寄
り
、
〈
昔
人
之
極
力
於
国
事
可
欽
仰
砲
〉
と
い
い
、
東
津
に
赴
任
す
る
自
分

の
悲
壮
な
覚
悟
を
寄
せ
て
い
た
。
『
東
津
日
記
』
の
所
々
に
は
、
夢
の
話
が
み

え
る
が
、
そ
れ
は
大
院
君
に
寵
愛
さ
れ
る
こ
と
や
諸
武
将
の
先
頭
に
自
分
が
立

(
8
)
 

っ
て
大
院
君
に
面
会
す
る
夢
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
て
も
、
李
鍾
元
は
武
官

と
し
て
の
自
負
心
と
功
名
心
が
強
い
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
東
津
日
記
』

の
主
な
内
容

「
東
津
日
記
』
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

〈
一
)
丙
寅
年
の
対
仏
交
戦
に
関
す
る
伝
聞
と
当
時
の
政
府
の
動
き

(
二
)
東
津
要
塞
の
建
築
と
そ
の
規
模
と
軍
器
実
験
の
内
容

(
三
)
丙
寅
十
一
月
米
ワ
チ
ユ
セ
ッ
ト
(
巧

R
E
8
5
号
の
黄
海
道
長
淵

来
朝
を
李
鍾
一
克
が
朴
珪
寿
に
報
告

(
四
)
戊
辰
年
(
一
八
六
八
年
〉
一
一
一
月
二
十
日
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
来
朝
の
経

過
を
略
述
。

な
ど
で
あ
る
。

(
一
)
丙
寅
年
の
対
仏
交
戦
に
関
す
る
伝
聞
と
当
時
の
政
府
の
動
き

李
鍾
元
が
東
津
に
赴
任
し
て
問
、
も
な
い
時
期
に
、
十
二
日
、
彼
は
朴
珪
寿
か

ら
フ
ラ
ン
ス
軍
の
江
華
島
侵
入
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
。
朴
珪
寿
は

洋
賊
九
隻
、
初
七
日
間
下
陸
、
功
江
華
城
、
盗
出
軍
械
、
為
今
之
道
、
莫

如
急
築
士
橋
、
於
沿
海
要
害
、
隠
身
防
守
、
隠
一
当
云
央
。

と
い
い
、
伏
兵
の
戦
術
が
必
要
で
あ
る
と
力
説
し
た
。
十
三
日
、
李
鍾
元
は
漢

城
か
ら
{
求
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
当
時
の
漢
城
の
状
況
に
つ

い
て
、

江
華
洋
擾
事
、
都
城
戒
厳
、
人
家
十
居
九
空
、
糧
柴
見
乏
之
致
也
。

と
伝
え
た
。
同
日
、
李
鍾
元
は
部
下
ら
と
と
も
に
、
六
ヶ
所
に
土
鳩
と
瞭
望
台

(
9
)
 

を
築
い
て
い
る
。

十
月
初
一
日
条
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
提
督
に
よ
せ
た
「
巡
撫
営
中
軍
李
容
照

伝
搬
洋
舶
都
主
」
を
引
用
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
が
朝
鮮
政
府
に
フ
ラ
ン
ス

人
神
父
の
殺
害
を
責
め
、
条
約
の
締
結
を
促
し
た
文
書
を
引
用
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
年
月
日
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
〈
救
世
者
也
、
蘇
所
生

之
年
也
、
我
之
九
月
十
一
日
、
即
彼
之
十
月
十
八
日
也
。
〉
と
説
明
を
加
え
て

い
る
。
江
華
島
へ
の
フ
ラ
ン
ス
軍
の
侵
入
に
伴
い
、
東
津
で
も
非
常
体
制
を
維

持
し
よ
う
と
し
た
が
、
十
月
六
日
条
を
み
る
と
、
集
め
た
農
民
は
軍
器
を
扱
う

(m) 

こ
と
が
で
き
な
く
て
皆
帰
し
た
と
い
う
。

十
月
十
日
、
監
営
か
ら
軍
械
が
到
着
し
朴
珪
寿
の
書
簡
も
伝
え
ら
れ
た
が
、

朴
珪
寿
は
「
或
慮
其
逃
賊
入
潟
(
大
同
江

l
引
用
者
注
)
、
特
出
砲
手
五
十
、

使
之
着
力
防
守
品
。
」
と
い
い
、
厳
戒
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

十
月
十
五
日
に
は
朴
珪
寿
の
書
簡
を
引
用
し
、
対
仏
交
戦
に
お
け
る
政
府
の

見
解
に
つ
い
て

変
之
初
、
留
守
未
及
防
禦
、
倉
卒
奉
御
真
、
移
避
干
寅
火
盤
、
市
洋
賊

禰
満
入
失
。
時
原
任
大
臣
以
下
会
政
府
、
講
究
兵
事
、
別
無
良
籍
、
只
以

中
国
日
本
皆
莫
能
支
、
畢
覧
許
和
乃
巳
、
等
説
紛
々
不
己
。
院
関
以
四
条

書
送
子
政
府
有
日
、
主
和
売
国
、
交
易
亡
園
、
去
郊
危
国
、
雑
術
用
兵
甚

於
邪
学
。
以
後
莫
敢
発
和
一
字
。

『東津日記』と『東津禦侮輯要』について5 



フ
ラ
ン
ス
軍
が
江
華
島
に
侵
入
し
た
時
、
時
原
任
大
臣
(
現
職
・
前
職
大
区
)

ら
は
、
毎
日
政
府
で
議
論
し
た
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
方
策
を
立
て
ら
れ
な
か
っ

た
。
た
だ
、
中
国
や
日
本
が
西
洋
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
結

局
は
朝
鮮
も
主
和
す
る
し
か
な
い
と
い
う
話
が
紛
々
し
た
と
い
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
大
院
君
(
院
閤
)
は
四
ヶ
条
の
書
を
政
府
に
送
っ
て
、
主
和
は
国
を
売

る
こ
と
で
、
交
易
は
国
を
亡
ぼ
す
こ
と
で
あ
り
、
村
か
ら
避
難
す
る
こ
と
は
国

を
危
う
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
雑
術
で
軍
隊
を
用
い
る
こ
と
は
邪
学
よ
り
悪
い

と
告
げ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
〈
和
〉
の
一
宇
を
言
う
者
が
い
な
く
な
っ
た
と

し
た
。
と
の
記
述
は
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
、
当
時
の
朝
鮮
政
府
内
の
見
解
が

〈
主
戦
論
〉
一
色
で
あ
っ
た
と
し
た
こ
と
の
再
考
を
促
す
内
容
で
あ
る
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
に
、
こ
の
時
期
に
〈
主
和
論
者
〉
は
実
際
政
府
内

(
日
)

に
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
が
西
洋
列
強
に
屈
し
講
和
し
た
こ

と
や
中
国
の
皇
帝
が
西
洋
列
強
の
軍
隊
に
敗
れ
、
北
京
を
離
れ
た
と
い
う
事
態

(
英
仏
連
合
軍
の
北
京
占
領
)
の
展
開
に
つ
い
て
、
朝
鮮
政
府
の
官
僚
ら
が
無

頓
着
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
危
機
意
識
も
深
化
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
『
龍
湖
閲
録
』
で
は
、
大
院
君

が
九
月
十
四
日
政
府
で
堂
上
官
(
正
三
品
以
上
の
官
吏
ら
)
が
集
ま
っ
て
い
る

所
に
書
を
送
り
、

人
宇
下
有
死
字
、
国
字
下
有
亡
宇
、
自
古
天
地
之
常
経
。
洋
賊
之
侵
犯
列

園
、
亦
自
古
有
之
、
子
今
幾
百
年
、
此
賊
不
敢
得
意
、
伊
自
前
年
中
国
許

和
之
後
、
跳
眼
之
心
、
一
倍
回
測
、
到
処
施
悪
、
並
受
其
毒
、
惟
独
不
行

我
国
者
、
実
是
箕
聖
在
天
陰
隙
也
。
到
此
之
地
、
所
侍
者
礼
儀
也
、
所
知

者
衆
心
成
城
品
。
今
日
上
下
、
若
有
疑
湖
則
、
万
事
瓦
辞
、
国
事
去
失
。

我
有
四
件
、
画
定
失
心
者
、
諒
此
血
誓
、
随
我
眼
後
滞
。
て
不
耐
其
苦

若
許
和
親
、
則
是
売
国
也
。
て
又
不
耐
其
毒
、
許
其
交
易
、
則
是
亡
園

出
。
一
、
賊
迫
京
城
、
若
有
去
那
、
則
是
危
国
也
。
て
若
有
佐
術
六
丁

六
甲
喚
鬼
喚
神
い
i
)

設
或
逐
賊
、
日
後
之
弊
、
甚
於
邪
学
。
此
紙
輪
照
諸
公

務
尽
実
心
尽
美
意
。

と
し
、
〈
主
戦
〉
の
強
硬
路
線
に
遁
進
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

朴
珪
寿
の
書
簡
に
た
い
す
る
返
答
で
李
鍾
元
は
、
大
院
君
の
四
ヶ
条
書
に
触

れ
て
、

今
伏
見
四
条
目
之
下
、
其
於
宗
社
之
大
計
、
執
過
於
此
哉
。
一
言
足
以

興
邦
、
只
開
其
説
、
復
賭
於
今
日
、
市
更
基
我
国
五
百
年
無
窮
之
業
品
。

自
不
覚
欽
仰
、
万
々
係
之
、
以
手
舞
足
踊
也
。
以
愚
之
見
、
今
比
四
条
目

大
書
特
書
、
掲
子
四
方
、
則
隣
国
間
而
蓋
塊
、
妖
気
見
市
畏
縮
、
我
国
義

声
尤
洋
溢
乎
四
海
、
非
但
保
我
一
園
、
抑
亦
有
光
於
天
下
後
川
島
。

と
い
い
、
大
院
君
の
教
示
に
強
い
共
感
を
表
し
、
こ
の
教
示
を
世
界
に
掲
げ
れ

ば
、
隣
国
は
恥
じ
る
だ
ろ
う
し
、
西
洋
列
強
も
恐
れ
、
我
国
の
義
声
が
世
界
に

驚
く
だ
ろ
う
と
自
分
の
意
見
を
披
漉
し
た
。

6 

(
二
)
軍
器
実
験
と
朝
鮮
の
軍
備
の
現
状

東
津
に
赴
任
し
た
九
月
四
日
か
ら
李
鍾
元
は
東
津
に
て
匠
人
を
集
め
、
土
城

を
築
き
は
じ
め
た
。
土
城
の
規
模
は

土
城
体
広
三
問
、
高
二
丈
、
雄
高
一
丈
、
上
有
懸
限
、
城
外
三
丈
、
外
掘

士
、
以
其
土
築
城
、
木
域
内
前
後
二
問
中
、
一
間
実
以
砂
、
築
土
時
、
和

草
木
枝
踏
之
尤
好
、
土
城
以
木
造
之
甥
如
長
廊
、
外
城
掘
土
処
、
上
寛
四

丈
、
中
寛
三
丈
、
底
寛
二
丈
、
深
三
丈
。



と
い
う
。
八
日
、
李
鍾
元
自
身
も
中
軍
に
設
鎮
方
略
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た

と
い
う
が
、
そ
の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

十
一
月
十
四
日
、
十
八
日
、
二
十
日
に
大
同
江
で
大
砲
の
実
験
が
あ
り
、
観

察
使
朴
珪
寿
ら
が
こ
れ
を
観
覧
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
二
十
二
日
に
は
西
洋
大

砲
の
実
験
が
あ
っ
た
が
江
の
上
に
設
置
し
た
標
的
を
九
百
歩
も
離
れ
て
行
っ
た

と
い
う
。

当
時
の
朝
鮮
の
軍
備
の
実
情
に
つ
い
て
李
鍾
元
は

近
古
以
来
、
為
方
伯
守
令
者
、
置
武
備
於
不
問
之
科
、
若
以
此
事
言
之
者

帰
之
、
蒼
古
騒
動
、
不
開
庫
門
、
未
知
為
幾
百
年
。
至
於
薬
崎
槍
銃
択
、

其
好
者
監
庫
輩
任
意
放
売
、
又
若
以
此
告
之
者
、
以
為
事
関
前
等
、
菩
何

見
悪
於
入
品
、
以
不
開
庫
円
、
不
罪
監
庫
、
為
第
一
能
事
、
浸
々
、
然
至

(
日
)

於
此
境
、
事
之
骸
嘆
、
英
此
為
甚
。
今
経
洋
境
後
、
飾
修
各
進
軍
械
云
也
。

数
百
年
間
、
朝
鮮
の
官
吏
ら
は
、
軍
器
を
点
検
し
た
こ
と
が
な
い
ば
か
り
で
な

く
、
し
ば
し
ば
、
監
庫
輩
は
ほ
し
い
ま
ま
に
軍
器
を
放
売
し
た
り
も
し
た
と
指

摘
し
、
も
し
こ
れ
を
告
げ
た
り
し
た
ら
、
人
に
憎
ま
れ
る
だ
け
だ
か
ら
、
倉
庫

を
聞
け
ず
、
監
庫
輩
を
罰
せ
ず
の
状
態
が
維
持
さ
れ
て
き
た
と
し
、
洋
擾
を
経

て
か
ら
、
よ
う
や
く
軍
備
が
整
う
よ
う
に
な
っ
た
と
中
出
回
っ
た
。

十
一
月
二
十
八
日
に
は
、
中
央
政
府
か
ら
伝
教
が
出
さ
れ
、
新
し
く
設
置
さ

れ
た
泰
安
珍
島
、
青
山
島
、
東
津
、
鉄
島
、
豊
徳
に
各
五
千
両
ず
つ
、
下
送
す

る
よ
う
に
も
ふ
札
、
政
府
を
挙
げ
て
、
外
圧
に
対
抗
す
る
た
め
の
諾
準
備
を
行

っ
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。

丙
寅
十
一
月
二
十
五
日
、
李
鍾
元
は
問
中
か
ら
の
書
簡
を
受
け
と
っ
た
が
、

長
淵
有
三
帆
竹
洋
船
来
詰
向
者
、
平
壌
之
敗
蜘
洋
賊
生
死
虚
実
云
、
故
拠

(
臼
)

其
事
状
告
千
巡
相
、
而
急
築
城
懇
請
。

黄
海
道
の
長
淵
に
異
様
船
が
現
れ
、
彼
ら
は
平
壌
で
災
難
を
う
け
た
西
洋
人
の

こ
と
を
聞
い
た
と
し
、
こ
れ
を
朴
珪
寿
に
報
告
す
る
一
方
で
、
要
塞
の
建
築
を

急
ぐ
こ
と
を
建
議
し
た
。
朴
珪
寿
が
病
床
で
立
ち
上
が
り
、
来
朝
し
た
異
様
船

に
充
分
な
説
明
を
与
え
ず
、
帰
し
た
こ
と
を
慨
嘆
し
な
が
ら
作
成
し
た
と
い
う

「
擬
黄
海
道
観
察
使
答
美
国
人
照
会
」
(
「
朴
珪
寿
全
集
』
巻
之
七
、
杏
文
)
は

こ
の
時
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
こ
の
時
に
朴
珪
寿
が
か
か

っ
て
い
た
病
で
あ
る
が
、
『
東
津
日
記
』
丁
卯
(
一
八
六
七
年
)
正
月
一
日
条
を

(

刊

日

)

み
る
と
、
〈
茄
症
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
。

急
水
門
で
の
築
城
は
一
八
六
七
年
三
月
十
三
日
始
ま
り
、
四
月
一
日
に
完
成

し
た
。
一
八
六
七
年
九
月
二
十
七
日
に
は
、
朴
珪
寿
が
回
甲
を
迎
え
、
平
安
道

内
の
官
吏
ら
が
お
祝
い
に
駆
け
つ
け
た
と
い
う
記
録
も
み
え
る
。

(
一
ニ
〉
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
の
来
朝

一
八
六
八
年
三
月
二
十
日
、
李
鍾
元
は

即
見
三
和
伴
李
基
祖
書
、
異
様
船
泊
於
広
梁
云
、
故
急
報
干
巡
相
後
、
発

軍
械
往
列
子
鼎
足
浦
。

と
書
い
て
い
る
。
異
様
船
の
来
朝
の
事
実
を
急
い
で
朴
珪
寿
に
報
告
す
る
一
方

で
、
軍
械
を
集
結
さ
せ
る
機
敏
な
行
動
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

に
対
し
て
朴
珪
寿
は
二
十
二
日
、
李
鍾
元
に
書
を
送
り
、
「
試
用
正
在
今
日
、

勉
之
、
勉
之
」
と
い
い
、
そ
の
聞
こ
の
よ
う
な
事
態
に
備
え
た
諾
、
準
備
を
試
す

機
会
で
あ
る
と
し
、
李
鍾
元
を
督
励
し
た
。
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
来
朝
に
関
す
る

『
東
津
日
記
』
で
の
記
録
を
採
録
す
る
と
、

一
二
月
二
三
日
辛
宋
陰
、
哨
探
将
丁
泰
書
、
自
南
浦
還
告
日
、
彼
舶
尚
留
於

避
島
云
。

O
鉄
成
来
訪
相
語
於
舟
中
。

O
巡
校
成
載
舜
領
小
米
三
十
石
与
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軍
械
而
来
。
(
中
略
)

二
十
五
日
葵
酉
晴
、
伏
見
巡
相
下
書
、
以
為
三
和
尚
未
聞
情
云
。

O
見
本

体
書
、
今
未
末
彼
舶
来
泊
予
南
浦
、
欲
尋
入
平
壌
云
耳
。

O
哨
探
将
朴
貞

信
回
告
白
、
当
日
巳
時
彼
舶
精
々
漸
上
。

二
十
六
日
甲
成
寒
見
一
ニ
停
書
目
、
彼
乃
美
国
入
品
。
欲
情
和
好
計
云
耳
。

二
十
七
日
乙
亥
晴
、
巡
校
李
仁
容
領
三
十
銃
手
来
。

O
本
邑
銃
手
十
六
来

O
江
西
校
領
五
隻
船
、
平
壌
校
領
十
船
而
来
。

二
十
八
日
陰
、
伏
見
巡
相
書
目
、
以
三
和
回
答
様
写
一
書
、
勧
送
中
軍
、

可
逢
見
也
。

O
中
軍
与
安
進
土
(
基
法
)
倶
到
、
伝
書
事
送
安
雅
於
南
浦

二
十
九
日
晴
、
辰
時
彼
大
船
拍
子
鎮
下
十
里
地
。

O
中
軍
選
去
。

O
自
鼎

足
浦
移
陣
子
鑓
海
楼
、
即
彼
船
対
沖
也
。

O
申
時
彼
従
船
一
隻
尺
水
於
急

水
門
前
及
其
還
去
、
我
兵
放
銃
逐
之
。

O
江
西
伴
李
稜
鉱
来
見
而
去
。

三
十
日
戊
寅
陰
風
。
彼
船
無
動
静
。
(
中
略
)

四
月
初
一
日
己
卯
大
雨
。
連
承
巡
相
書
目
、
多
日
露
処
、
令
履
無
損
甚
幸
。

此
之
謂
鉄
百
錬
耶
。
。
蔵
兵
於
船
中
欲
襲
撃
尺
賊
計
也
。
伏
見
巡
相
書
日

設
鎮
之
意
、
安
在
一
広
者
、
令
言
極
当
努
力
、
勉
之
勉
之
。

初
ご
日
庚
辰
大
風
雨
。
洪
生
尚
費
回
自
彼
船
為
日
、
彼
船
長
一
百
二
十
歩

広
十
九
歩
、
高
五
層
、
前
後
尖
市
不
広
、
火
輪
不
見
於
外
、
似
在
第
下
層

也
。
従
船
七
掛
於
船
上
、
中
立
煙
南
、
長
七
八
丈
、
大
六
七
回
、
文
有
前

後
左
右
四
個
煙
筒
、
其
頭
穴
皆
向
中
推
用
品
。
船
左
右
掛
砲
玉
、
其
大
如
費
、

立
一
ニ
楯
、
長
十
余
丈
、
毎
桔
有
横
木
一
二
、
殆
如
架
也
。
自
船
頭
用
鉄
索
繋

於
挽
上
、
間
有
井
々
、
横
鉄
如
梯
、
彼
梯
此
登
市
揺
也
。
人
可
為
二
百
余

品
。
(
中
略
)
O伏
見
巡
相
書
日
、
有
人
卜
盤
則
、
雄
相
持
日
久
、
無
事

退
去
云
。
初
三
日
辛
巳
昼
夜
大
風
寒
雲
霧
四
起
。

O
平
壌
府
義
兵
将
李
迫

文
率
十
二
人
来
。
〈
中
略
)

初
四
日
壬
午
暮
情
。
一
ニ
和
体
書
日
、
従
船
昨
到
南
浦
、
明
退
当
住
於
避
島

云。初
五
日
英
未
風
寒
殆
如
厳
冬
。
辰
時
彼
大
船
能
逆
風
潮
而
去
、
即
双
楼
告

干
巡
相
市
上
書
(
下
略
)
O伏
見
巡
相
書
目
、
彼
諦
蝶
難
知
、
市
此
番
則

蓋
要
説
未
之
人
也
。
且
未
嘗
不
忌
有
防
守
、
而
不
覚
遡
上
、
而
汲
々

有
帰
心
、
大
抵
撫
剰
兼
用
、
撫
還
為
良
品
。

初
六
日
甲
申
晴
。
只
留
四
処
瞭
望
民
兵
領
兵
還
街
。

O
三
和
銃
手
還
去
。

O
宗
人
東
洋
学
来
償
一
定
酒
(
中
略
)

初
九
日
丁
亥
晴
。
見
三
伴
書
、
昨
申
彼
船
出
外
洋
無
形
云
。

で
あ
る
。
と
れ
よ
り
詳
し
い
シ
ェ
ナ
ン
ド
I
号
来
朝
の
経
緯
は
『
東
津
禦
侮
輯

要
』
に
み
え
る
が
、
た
だ
こ
れ
よ
り
指
摘
し
た
い
点
は
、
第
一
に
、
異
様
船
の

来
朝
に
と
も
な
い
、
朴
珪
寿
や
李
鍾
元
ら
は
迅
速
に
こ
れ
に
対
す
る
軍
備
を
整

え
る
一
方
で
、
各
地
域
か
ら
砲
手
を
徴
集
し
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
朴
珪
寿

は
基
本
的
に
〈
撫
剰
兼
用
〉
の
政
策
を
取
り
な
が
ら
も
、
武
力
衝
突
よ
り
も
無

事
に
帰
還
さ
せ
る
こ
と
が
良
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
点
。
彼
は
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
占
い
を
も
さ
せ
、
大
事
に
到
ら
な
い
だ
ろ
う
と
伝
え
、
兵
士
ら
の

動
揺
を
抑
え
、
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
。
第
三
に
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
の

規
模
に
つ
い
て
詳
し
く
叙
述
し
て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
は

プ
リ
ゲ
l
ト
艦
(
丘
町
官
官
)
に
次
ぐ
コ
ル
ベ
ッ
ト
艦

(
8
2
0
6
で
あ
る
が
、

三
つ
の
帆
を
持
ち
、
五
つ
の
煙
突
と
五
つ
の
大
砲
を
備
え
、
七
つ
の
小
船
を
拾

載
し
て
い
る
大
船
で
あ
る
と
報
告
し
た
。

こ
の
記
録
の
あ
と
、
『
東
津
日
記
』
は
一
八
六
九
年
(
己
巳
)
二
月
二
十
日

ま
で
続
く
が
、
こ
の
間
の
記
録
は
日
時
を
大
部
飛
ば
し
て
お
り
、
簡
単
な
箇
条

8 



書
き
に
な
っ
て
い
て
、

は
み
ら
れ
な
い
。

シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
関
連
記
録

四

『
東
津
禦
侮
輯
要
』

の
主
な
内
容

ヱ
県
津
禦
侮
輯
要
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
内
容
を
順
に
挙
げ
る
と
、

(
一
〉
八
戸
順
叔
の
征
韓
論
に
関
す
る
清
国
礼
部
の
杏
文
。
(
こ
れ
は
『
龍

湖
開
録
』
第
四
巻
一
六
三
頁
に
同
一
の
内
容
が
み
え
る
)

〈
ニ
)
義
州
府
予
李
建
弼
録
送
(
『
龍
湖
間
録
』
第
四
巻
↑
六
三
頁
に
み
え

る
が
、
『
輯
要
』
に
は
『
龍
湖
開
録
』
に
な
い
内
容
も
み
え
る
。
)

会
一
)
都
京
礼
部
杏
文

(
四
)
「
戊
辰
三
月
東
津
禦
侮
日
記
」
と
題
し
た
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
の
来
朝

に
関
す
る
記
録
。
こ
れ
は
便
宜
上
、
二
期
に
分
け
て
検
討
で
き
る
。

第
一
期
:
シ
ェ
ナ
ン
ド
I
号
の
来
朝
か
ら
こ
れ
に
対
す
る
緊
張
が
高
ま

っ
た
時
期
(
一
二
月
二
十
二
日
l

四
月
九
日
)

第
二
期
:
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
が
一
時
退
去
し
、
席
島
や
根
島
に
停
泊
す

る
間
こ
れ
に
対
す
る
警
戒
が
持
続
し
た
期
間
(
四
月
十
日
|

十
四
日
〉

(
玉
)
オ
ベ
ル
ト
事
件
に
関
す
る
朴
珪
寿
な
ど
の
見
解

な
ど
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
「
義
州
府
予
李
建
弼
録
送
」
は
一
八
六
六
年
の
対

仏
交
戦
を
前
に
し
た
時
期
に
お
い
て
清
国
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
朝
鮮
遠

柾
の
可
能
性
や
日
本
が
西
洋
と
和
親
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
報

告
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
龍
湖
開
録
』
に
欠
け
て
い
る
内
容
が
追
加
さ
れ
て

(
m
m〉

い
る
の
で
、
比
較
検
討
が
望
ま
し
い
。

(
一
)
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
の
来
朝
の
第
一
期
に
お
け
る
朴
珪
寿
ら
の
対
応

シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
が
来
朝
し
た
第
一
期
に
お
け
る
朴
珪
寿
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
前
掲
し
た
拙
稿
で
詳
し
く
検
討
し
た
が
、
さ
ら
に
、
特
記
で
き
る
点
は
、

第
一
に
、
朴
珪
寿
の
対
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
対
応
に
お
い
て
、
西
洋
の
武
力
的
優

(
却
)

位
を
認
め
た
上
で
、
詳
し
い
戦
術
策
を
駆
使
し
た
点
。
第
二
に
、
朴
珪
寿
が
シ

ェ
ナ
ン
ド
l
号
に
渡
し
た
親
書
が
他
の
所
謂
〈
責
諭
文
〉
と
は
違
っ
て
当
時
の

世
界
諸
国
の
凡
例
に
一
定
の
根
拠
を
置
き
な
が
ら
、
朝
鮮
の
武
力
的
対
応
を
正

(幻〉

当
化
さ
せ
る
一
方
で
、
懐
柔
す
る
穏
や
か
な
文
書
に
な
っ
た
点
。
第
三
に
、
こ

れ
を
契
機
に
大
院
君
と
の
対
外
政
策
上
の
差
異
点
が
現
れ
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
、

大
院
君
の
伝
統
的
な
〈
柔
遼
之
道
〉
と
い
っ
た
外
交
政
策
と
は
違
っ
て
、
朴
珪

寿
は
世
界
情
勢
に
も
目
を
く
ば
り
な
が
ら
、
国
家
の
威
信
を
守
る
中
で
、
積
極

的
な
問
情
を
重
視
す
る
一
方
、
万
が
一
の
事
態
に
備
え
、
武
備
に
も
精
を
出
し

(
沼
)

て
い
た
点
な
ど
で
あ
る
。

四
月
九
日
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
は
外
洋
へ
と
立
ち
去
り
、
朴
珪
寿
ら
は
彼
ら

が
退
去
し
た
と
思
い
、
一
応
安
堵
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
が
退

去
す
る
直
前
に
朝
鮮
側
に
渡
し
た
文
書
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、

貴
大
人
己
将

上
達
之
文
伝
遁
央
、
本
副
将
必
然
於
河
内
等
候

貴
国

大
君
主
之
回
示
鷲
。
只
因
本
副
将
回
覆
、
初
三
初
回
之
公
文

貴
差
人
総
未
来
取
故
、
特
将
回
文
与
微
物
並
送
至
島
内
、
以

待
差
人
、
望
見
取
回
着
。
本
副
将
之
意
定
、
於
初
八
日
至
道
尖
埠
以
東
、

停
泊
幾
目
。
然
離
出
河
内
以
後
、
必
初
回
河
内
相
待
、
為
此
照
覆
云
々
。

(
お
)

(
初
七
日
照
覆
三
和
)
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と
し
、
朝
鮮
政
府
に
出
し
た
文
書
の
返
事
が
ま
だ
来
な
い
の
で
、
一
応
〈
道
尖
〉

に
行
っ
て
停
泊
す
る
が
、
ひ
き
つ
づ
き
返
事
を
待
っ
て
い
る
と
告
げ
た
。
朴
珪

寿
ら
は
最
初
、
こ
こ
で
言
っ
た
道
尖
と
い
う
場
所
を
中
国
に
あ
る
地
名
で
あ
る

と
考
え
、
彼
ら
が
退
去
し
た
と
信
じ
た
ら
し
い
。
四
月
十
日
に
、
朴
珪
寿
は
、

一
陣
無
事
過
夜
可
幸
。
昨
晩
三
和
所
報
、
厭
船
遠
去
無
跡
云
、
似
可
快
齢

失
。
然
而
其
有
留
書
及
物
種
於
島
上
者
、
観
之
則
不
数
日
必
更
来
索
朝

廷
答
文
明
夫
。
何
可
謂
之
遠
去
乎
。
解
厳
非
所
可
論
、
益
加
団
束
且
観
幾

(
担
)

日
、
至
可
否
可
耳
。

シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
一
応
安
堵
の
念
を
表
し
な

が
ら
、
ま
た
、
彼
ら
の
残
し
た
書
簡
な
ど
を
み
る
と
、
再
来
す
る
可
能
性
が
あ

る
か
ら
警
戒
せ
よ
と
指
示
し
た
。
し
か
し
、
四
月
十
一
日
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号

が
完
全
に
退
去
し
た
の
で
は
な
く
、
席
島
に
停
泊
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ

る
や
、
四
月
十
二
日
、
朴
珪
寿
は
兵
士
と
農
民
ら
を
解
散
せ
ず
に
、
し
ば
ら
く

状
況
を
観
測
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

こ
の
時
に
朴
珪
寿
は
、

版
文
所
一
試
道
尖
埠
者
、
今
党
席
島
耳
。
府
烏
比
土
之
人
呼
為
五
人
替
、
則
彼

以
文
字
写
道
尖
耳
。
乃
不
過
下
去
府
島
者
、
謂
之
遠
去
更
不
足
慮
、
此
何

(
お
)

説
乎
。

と
い
い
、
道
尖
は
席
島
を
島
民
が
ト
ッ
ジ
ォ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
を
漢
字
化
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
覚
り
、
彼
ら
、
が
そ
も
そ
も
、
遠
く
退
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
と
し
た
。

(
ニ
)
シ
ェ
ナ
ン
ド
I
号
来
朝
の
第
二
期
に
お
け
る
朴
珪
寿
ら
の
対
応

第
二
期
に
お
け
る
朴
珪
寿
ら
の
対
応
の
特
徴
は
、
だ
い
た
い
三
つ
の
点
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
そ
の
問
、
一
ニ
和
府
使
李
基
祖
は
、
シ
ェ
ナ
ン

ド
1
号
に
豚
、
鶏
、
卵
な
ど
の
援
助
を
与
え
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
と
往
復
し
た
書

(
部
)

簡
も
四
回
に
達
し
て
い
た
こ
と
や
平
壌
監
営
の
朴
珪
寿
が
鎮
や
邑
と
交
わ
し
た

書
簡
な
ど
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
朴
珪
寿
は
こ
れ
ら
の
往
復
書
簡
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
対
処
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

今
送
謄
本
彼
夷
文
字
覧
後
、
姑
勿
煩
他
人
如
何
。
我
邦
規
模
与
他
有
異
、

或
以
私
相
往
復
空
惹
唇
舌
、
則
臨
機
権
宜
之
事
、
誰
為
之
緋
説
平
。
不
緊

不
緊
。
覧
而
秘
之
姑
可
可
耳
。
凡
営
鎮
及
隣
邑
往
復
文
書
書
札
、
必
須
秘

蔵
為
好
、
又
或
束
作
一
団
、
送
置
我
処
、
特
事
定
後
還
之
無
妨
耳
。
世
間

事
有
未
可
知
、
安
知
無
好
徒
之
甘
作
、
彼
之
細
作
者
乎
。
此
似
過
慮
、
而

(
釘
)

不
可
不
慮
耳
。

シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
か
ら
も
ら
っ
た
文
書
は
閲
覧
し
た
後
に
、
他
の
人
に
は
こ
れ

を
言
わ
な
い
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
問
、
自
分
た
ち
の
間
で
往
復
し
た
書
簡
な

ど
も
秘
蔵
し
て
お
く
よ
う
指
示
し
、
情
報
漏
れ
を
心
配
し
た
。
そ
し
て
そ
の
理

由
は
、
自
分
ら
の
対
応
を
問
題
に
し
、
お
と
し
い
れ
よ
う
と
す
る
者
た
ち
ゃ
異

様
船
と
通
じ
合
っ
た
間
諜
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
翌
日
、
朴
珪
寿
は
「
其
公
文
云
者
、
我
亦
謄
送
於
前
書
、
而
此
為
臨
機

応
変
故
、
自
我
亦
有
竿
掲
往
復
之
事
、
而
元
非
経
法
也
。
坐
談
者
、
必
有
唇
舌

(
盟
)

央
、
須
蔵
之
、
勿
煩
好
央
」
と
い
い
自
分
た
ち
と
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
が
交
わ
し

た
文
書
や
彼
ら
と
交
渉
し
た
こ
と
な
ど
は
、
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
誰
か
が

こ
れ
を
と
が
め
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
口
外
し
な
い
よ
う
再

び
指
示
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
朴
珪
寿
の
指
示
し
た
繊
口
令
は
、
も
っ
と
も

朴
珪
寿
ら
の
任
意
行
動
を
責
め
う
る
勢
力
を
警
戒
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
点
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
朴
珪
寿
は
各
鎮
や
邑
と
往
復
し
た
文

10 



書
が
、
伝
達
さ
れ
る
過
程
で
、
他
の
者
に
盗
み
読
ま
れ
た
痕
跡
を
発
見
し
て
い

(
却
)

る。

さ
ら
に
、
淑
島
前
洋
に
て
義
州
通
事
李
訓
模
が
、
シ
ェ
ナ
ン

F
l号
に
問
情

し
、
彼
ら
が
朝
鮮
君
主
の
返
事
を
待
っ
て
お
り
、
去
就
を
ま
だ
決
め
て
い
な
い

(
詰
)

と
の
情
報
を
得
た
。
と
れ
に
対
し
て
、
四
月
二
十
二
日
に
朴
珪
寿
が
李
鍾
元
に

宛
て
た
書
簡
で
、
通
事
か
ち
得
た
情
報
に
よ
る
と
、
彼
ら
の
目
的
は
交
易
に
あ

る
と
知
ら
せ
た
。

四
月
二
十
五
日
、
朴
珪
寿
は

夷
舶
動
静
数
日
来
寂
無
所
問
、
此
非
細
悶
、
彼
之
遅
留
我
沿
、
必
有
以
品
。

暗
通
邪
党
一
也
。
或
有
待
二
品
。
覧
欲
再
遡
三
也
。
皆
不
可
放
心
、
疑
慮

(
部
)

万
端
而
、
凡
事
随
而
牽
製
、
悶
不
可
言
耳
。

と
い
い
、
彼
ら
が
続
け
て
停
泊
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
天
主
教
徒
ら
と
交

通
す
る
た
め
か
、
そ
れ
と
も
国
王
の
返
事
を
待
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
再
び

遡
江
を
試
み
よ
う
と
す
る
た
め
か
、
で
あ
ろ
う
と
し
、
続
け
て
警
戒
す
る
よ
う

指
示
し
た
。

四
月
十
二
日
条
を
み
る
と
、
朴
珪
寿
は
、
漢
城
か
ら
の
報
せ
を
伝
え
、
ち
ょ

う
ど
、
こ
の
時
に
漢
城
で
捕
ら
え
た
天
主
教
徒
ら
が
異
様
船
と
通
信
を
行
っ
た

こ
と
や
、
ま
た
、
天
主
教
徒
が
異
様
船
の
来
朝
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
を
知
ら

〈
却
)

さ
れ
た
。
同
日
、
朴
珪
寿
は
李
鍾
元
に
宛
て
た
書
簡
で

又
承
十
一
午
時
書
耳
、
中
間
必
有
俄
開
書
封
之
漢
也
。
此
無
乃
邪
徒
之
為

(
但
)

彼
細
作
者
耶
。
思
之
棟
然
、
此
将
何
以
則
識
捉
乎
。
甚
為
疑
佐
不
堪
央
。

と
い
い
、
書
簡
の
盗
み
読
み
は
異
様
船
と
通
じ
合
う
天
主
教
徒
の
仕
業
で
は
な

か
ろ
う
か
と
伝
え
て
い
る
。
四
月
十
四
日
条
に
は
朴
珪
寿
が
席
島
へ
偵
察
者
を

派
遣
し
た
が
、
報
告
が
ま
だ
な
い
こ
と
や
、
途
中
で
書
簡
を
盗
み
読
み
し
た
者

ら
を
逮
捕
し
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
天
主
教
徒
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は

(
回
)

記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
竜
岡
県
令
も
李
鍾
元
に
送
っ
た
書
で
、
「
彼
舶
去
留

漠
然
無
関
、
自
三
和
連
送
二
校
、
而
亦
無
回
音
云
、
甚
欝
。
邪
徒
之
誘
来
彼
舶

(
出
〉

昨
於
巡
営
下
書
中
略
知
、
其
概
品
目
一
司
教
亦
概
聞
之
。
」
と
い
い
、
天
主
教
徒
が

異
様
船
を
誘
引
し
た
と
嘆
い
た
。

第
三
点
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
け
る
朴
珪
寿
の
対
シ
ェ
ナ
ン
ド
I
号
政
策

の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
時
に
、
朴
珪
寿
が
指
示
し
た
基
本
政
策
は

雄
請
夷
難
測
、
彼
姑
日
和
好
、
則
我
以
人
道
待
之
斯
可
央
。
畢
覧
不
従
吾

言
時
、
我
以
兵
加
亦
何
晩
耶
。
(
中
略
)
大
抵
彼
之
逗
留
、
似
亦
有
暗
与

(
出
)

邪
類
牽
引
相
通
之
事
、
則
殊
常
之
跡
、
不
可
不
察
品
。

と
し
、
従
来
の
基
本
政
策
の
上
に
、
新
た
に
天
主
教
徒
と
異
様
船
の
通
信
の
可

能
性
を
警
戒
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

(
一
ニ
)
オ
ベ
ル
ト
事
件
に
関
す
る
朴
珪
寿
な
ど
の
見
解

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
二
十
六
日
、
朴
珪
寿
は
、
オ
ベ
ル
ト
事
件
を

知
ら
さ
れ
、

即
又
見
京
関
則
有
伝
教
中
、
徳
山
墓
所
作
変
、
必
非
洋
醜
之
識
路
能
入

品
。
必
有
邪
徒
之
引
入
等
匂
語
、
此
又
何
変
也
。
言
之
痛
椀
驚
心
不
知
所

(
幻
)

云
耳
。

と
言
い
、
オ
ベ
ル
ト
ら
が
大
院
君
の
父
の
基
を
盗
掘
す
る
事
件
が
起
こ
り
、
朴

珪
寿
も
大
き
な
驚
き
の
念
を
表
し
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
に
対
し
て

只
観
彼
之
動
静
、
如
其
嘩
悪
遡
犯
、
則
我
亦
与
鉄
鎮
合
勢
力
剰
之
而
己
。

念
彼
雄
識
東
津
以
外
水
深
、
而
未
及
量
尺
、
以
内
浅
深
、
則
亦
似
不
敢
直

『東津日記』と『東津禦侮輯要』について11 



趨
、
而
但
所
慮
者
、
議
陸
先
犯
防
守
処
、
市
一
辺
遡
上
、
則
可
苦
、
此
宜

(
部
)

戒
厳
者
也
。

と
し
、
も
し
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
側
が
こ
ち
ら
を
犯
そ
う
と
す
る
場
合
、
強
硬
に

対
抗
す
る
旨
を
伝
え
る
一
方
、
彼
ら
が
上
陸
す
る
事
態
が
な
い
よ
う
、
厳
戒
す

る
よ
う
指
示
し
た
。
こ
れ
は
オ
ベ
ル
ト
事
件
に
対
す
る
衝
撃
の
反
動
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

書
簡
の
盗
み
読
み
や
オ
ベ
ル
ト
事
件
に
お
い
て
、
天
主
教
徒
が
関
わ
っ
て
い

る
疑
い
が
あ
っ
た
た
め
に
、
朴
珪
寿
を
は
じ
め
と
し
て
朝
鮮
の
官
僚
ら
は
、
天

主
教
徒
と
西
洋
勢
力
の
癒
着
に
関
し
て
強
い
懸
念
を
表
し
て
い
た
。
し
か
し
、

オ
ベ
ル
ト
事
件
に
対
し
て
大
院
君
は
こ
れ
を
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
の
一
味
で
あ
る

と
考
え
た
が
、
朴
珪
寿
は
、
こ
れ
と
は
違
う
勢
力
で
あ
る
と
考
え
た
点
は
注
目

(
鈎
)

さ
れ
る
。

四
月
二
十
七
日
、
一
ニ
和
府
使
李
基
祖
は
、
異
様
船
の
挙
動
は
わ
か
り
に
く
い

(
必
)

点
が
あ
る
が
、
外
洋
へ
と
退
い
た
と
報
告
し
た
。
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
は
朝
鮮
と

武
力
衝
突
を
起
こ
さ
ず
、
充
分
な
朝
鮮
政
府
の
答
弁
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
中

国
へ
帰
港
し
た
。

『
東
津
禦
侮
輯
要
」
に
お
い
て
、
そ
の
他
に
注
目
し
た
い
記
録
は
、
黄
海
の

海
上
で
中
国
人
と
朝
鮮
人
と
の
聞
で
、
唐
銭
(
清
銭
)
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い

(
4
)
 

る
こ
と
や
大
院
君
が
天
文
に
精
通
し
て
い
る
者
を
近
く
に
置
い
て
、
毎
日
占
い

〈
但
)

を
さ
せ
て
い
る
記
事
な
ど
で
あ
る
。
占
い
に
お
い
て
は
、
七
月
に
平
安
道
付
近

で
兵
象
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
こ
れ
を
朴
珪
寿
が
伝
え
た
が
、
李
鍾
元
は

豆
口
仰
答
日
、
厭
夷
之
事
、
本
自
閃
忽
、
則
雄
無
此
人
之
明
眼
看
天
、
誰
不

慮
其
復
来
乎
。
此
未
嘗
一
日
放
心
、
市
但
凡
百
戒
厳
、
必
有
財
用
然
後
可

(
円
相
)

能
無
拘
、
且
而
此
道
無
術
、
是
為
伏
悶
一
宮
々
耳
。

と
返
事
し
、
占
い
が
な
く
と
も
、
彼
ら
の
再
来
の
可
能
性
を
念
頭
に
お
い
て
い

る
と
言
う
一
方
、
そ
の
た
め
に
も
財
政
的
な
基
盤
が
拡
充
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

と
し
た
。

l~ 

お

オフ

り

「
東
津
日
記
』
と
『
東
津
禦
侮
輯
要
』
は
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
来
朝
事
件
を

中
心
に
一
八
六
六
年
の
対
仏
交
戦
や
一
八
六
八
年
の
オ
ベ
ル
ト
事
件
ま
で
、
朝

鮮
が
経
験
し
た
外
国
と
の
衝
突
事
件
に
際
し
て
、
特
に
朝
鮮
の
開
国
政
策
へ
の

転
換
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
朴
珪
寿
の
対
応
を
詳
し
く
み
る
こ
と

が
で
き
る
文
献
で
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
資
料
的
価
値
が
あ
る
と
恩
わ
れ

る。
米
シ
ェ
ナ
ン
ド
1
号
の
来
朝
は
、
対
仏
交
戦
や
オ
ベ
ル
ト
事
件
と
異
な
り
、

横
暴
的
で
は
な
く
、
紳
士
的
な
行
動
を
示
し
た
点
に
お
い
て
、
当
時
朝
鮮
の
人

人
が
経
験
し
た
外
国
と
は
異
な
る
国
で
あ
る
印
象
を
持
つ
契
機
を
与
え
た
と
思

わ
れ
る
。
い
み
じ
く
も
、
李
鍾
元
は
義
州
府
予
の
報
告
を
引
用
す
る
際
に
、

英
国
美
国
本
以
富
鏡
、
只
好
交
易
不
好
戦
争
、
而
法
国
最
好
戦
而
好
利
略

(
位
〉

具
兵
船
、
自
称
交
易
往
子
列
国
、
若
不
通
商
雄
墨
至
於
戦
争
、
期
於
得
諾

と
い
い
、
英
国
や
ア
メ
リ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
り
、
戦
争
を
好
ま
な
い
と

記
し
て
い
る
。
実
際
朴
珪
寿
は
、
そ
の
後
、
朝
鮮
が
当
時
の
世
界
情
勢
を
鑑
み

る
時
、
最
初
に
条
約
を
締
結
す
べ
き
国
と
し
て
ア
メ
り
カ
を
挙
げ
て
い
る
の
で

(
必
)

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
も
、
シ
ェ
ナ
ン
ド
l
号
来
朝
事
件
は
、
朴
珪

寿
ら
の
対
西
洋
対
決
か
ら
、
対
西
洋
和
合
へ
の
可
能
性
を
切
り
開
く
た
め
の
対

外
認
識
の
変
化
を
も
た
ら
す
契
機
を
与
え
た
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。



さ
ら
に
力
の
不
足
に
よ
り
、
こ
の
史
料
の
紹
介
に
お
い
て
、
見
逃
し
た
部
分

が
多
い
と
思
う
の
で
、
今
後
、
こ
れ
を
利
用
し
た
さ
ら
な
る
研
究
が
行
わ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注
(
1
〉
一
八
六
六
年
七
月
、
朝
鮮
平
安
道
の
平
壌
で
米
商
船
ゼ
ネ
ラ
ル
シ
ャ
l
マ
ン
号
が

軍
民
と
衝
突
し
、
焼
却
さ
れ
、
こ
の
時
の
乗
組
員
全
員
も
殺
害
さ
れ
る
事
件
(
所
謂
ゼ

ネ
ラ
ル
シ
ャ

i
マ
ン
号
事
件
)
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
を
調
査
す
る
た
め
に
、

一
八
六
六
年
十
一
月
(
旧
暦
〉
ワ
チ
ュ
セ
ッ
ト
号
を
派
遣
し
事
情
の
調
査
を
試
み
た
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
中
国
内
に
、
い
ま
だ
平
壌
内
に
西
洋
人
と
中
国
人
が
二
人

ず
つ
生
存
し
て
い
る
と
の
う
わ
さ
が
あ
り
、
こ
れ
の
真
偽
を
確
か
め
る
た
め
に
、
一
八

六
八
年
三
月
シ
ェ
ナ
ン
ド
I
号
〈
艦
長
守
官
w
n・
pwzmo与
を
派
遣
し
た
こ
と
。

(
2〉
金
源
諜
「
丙
寅
日
記
の
研
究
」
(
韓
国
檀
国
大
学
校
、
『
史
学
志
』
灯
、
一
九
八

三
・
一
)
、
問
、
「
テ
イ
ル
ト
ン
の
江
華
島
参
戦
手
記
」
(
韓
国
延
世
大
学
校
、
『
東
方
学

志
』
也
、
一
九
八
ニ
・
六
)

ハ
3
〉
調
べ
た
と
こ
ろ
、
蜜
章
閣
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
東
津
日
記
』
の
マ
イ
ク
ロ
フ
イ

ル
ム
本
は
二
つ
が
あ
っ
て
、
『
続
集
』
の
解
題
の
資
料
番
号
は
〈
古
|
四
二
五
二
、
四

i

四
V

で
あ
り
、
こ
れ
に
は
『
東
津
禦
侮
輯
要
』
は
載
っ
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
の
見
た

も
の
は
こ
れ
と
は
異
な
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
し
て
、
資
料
番
号
は
一
七
O
一
ニ
六
九

で
、
「
日
使
文
字
」
と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
番
後
ろ
に
『
東
津
日
記
』
、
『
東
津
禦

侮
輯
要
』
が
付
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
喪
章
閣
に
は
『
東
津
日
記
』
の

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
本
が
二
つ
あ
る
わ
け
で
、
『
続
集
』
の
解
題
を
書
い
た
金
ジ
ョ
ン

氏
は
前
者
を
基
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(
4
)

拙
稿
、
主
転
換
期
の
朝
鮮
の
対
外
認
識
と
対
外
政
策
1
朴
珪
寿
を
中
心
に
』
〈
お
茶

の
水
大
学
大
学
院
博
士
学
位
論
文
、
一
九
九
五
・
九
)
、
同
「
朴
珪
寿
と
シ
ェ
ナ
ン
ド

l
号
事
件
l
『
東
津
禦
侮
輯
要
』
を
通
じ
て
」
(
『
淑
明
韓
国
史
論
』
二
、
西
巌
趨
恒
来

博
士
停
年
退
任
紀
念
号
、
一
九
九
六
、
ニ
(
韓
国
淑
明
女
子
大
学
校
〉
。

〈
5
〉
ソ
ウ
ル
大
学
校
査
章
閣
所
蔵
本
。
丙
寅
洋
擾
と
辛
宋
洋
擾
を
経
験
し
た
朝
鮮
政
府

は
一
八
七
二
年
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
全
国
の
各
地
域
の
地
図
を
作
成
し
た
が
、
そ

の
な
か
の
一
つ
。
こ
の
時
に
製
作
さ
れ
た
地
図
は
総
四
五
九
枚
中
、
郡
県
図
が
一
ニ
ニ

O

枚
、
一
鎮
盤
な
ど
の
地
図
が
一
一
ニ
九
枚
で
あ
ワ
た
。

(
6
)

『
武
世
間
』
は
十
九
世
紀
後
半
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
武
科
に
及
第
し

て
武
班
職
を
歴
任
し
た
人
々
の
家
系
図
を
記
録
し
た
「
八
世
譜
」
形
式
の
分
類
一
譜
で
あ

る
。
朝
鮮
時
代
の
武
官
の
略
歴
を
知
る
た
め
に
は
『
武
科
梼
目
』
が
あ
る
が
、
現
存
さ

れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
の
で
、
こ
れ
を
補
う
資
料
と
し
て
価
値
が
あ
る
。
こ
れ
は
韓

国
精
神
文
化
研
究
院
内
の
蔵
書
閣
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
〈
資
料
番
号
は
ニ

l
一
七
四

一
〉
鄭
海
恩
、
「
武
譜
」
『
蔵
書
閣
図
書
解
題
(
ニ
)
』
〈
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九

九
七
年
刊
行
予
定
)
。

(
7
)

〈
三
十
日
丙
辰
靖
)
申
時
量
、
与
中
軍
入
謁
巡
相
子
平
院
堂
、
巡
相
開
見

雲
腕
柱
復
書
目
、
(
照
川
前
郡
守
)
李
鍾
一
四
熟
澗
兵
書
、
巴
為
稔
知
一
声
云
、
少
鷲
、

自
京
有
書
子
巡
相
折
而
見
之
、
其
中
日
、
丙
寅
八
月
二
十
五
日
辛
亥
政
事
時
、
以
平

安
監
司
朴
珪
寿
嘉
山
県
川
粛
川
軍
器
惰
補
事
賞
状
啓
。
伝
日
、
〈
中
略
〉
粛
川
府

使
林
希
周
許
用
営
将
履
歴
、
嘉
山
郡
守
洪
南
周
、
照
川
前
郡
守
李
鍾
一
河
井
加
資
許
用

営
将
履
歴
、
以
一
不
朝
家
褒
賞
之
意
。
巡
相
見
此
大
喜
、
丈
解
用
紗
帖
裡
与
紅
条
帯

玉
圏
使
之
衣
侃
天
思
感
祝
、
市
巡
相
之
薦
制
亦
万
万
棟
憧
也
。

(
8
〉
『
東
津
日
記
』
丙
寅
九
月
十
八
日
条
、
丙
寅
十
一
月
初
六
日
条
。

(
9
)

向
上
書
、
丙
寅
九
月
十
三
日
条
。

(
叩
)
両
邑
民
兵
只
充
数
而
己
、
不
解
用
器
、
故
皆
罷
送
。

(
日
)
李
光
麟
、
『
韓
国
史
講
座
(
近
代
編
)
』
(
一
潮
閣
、
一
九
八
一
)
、
三
九
頁
。

(
ロ
〉
『
龍
湖
聞
録
』
第
四
巻
、
四
五
頁
。

(
臼
)
『
東
津
日
記
』
丙
寅
十
月
十
五
日
条
。

(
U
)

同
上
書
、
丙
寅
九
月
初
七
日
条
。

(
日
)
向
上
書
、
丙
寅
十
一
月
十
七
日
条
。

(
日
〉
向
上
書
、
丙
寅
十
一
月
十
七
日
条
。

〈
日
〉
向
上
書
、
丙
寅
十
一
月
二
十
五
日
条
。

(
四
〉
尿
が
よ
く
出
ず
、
腰
と
下
腹
部
が
痛
い
病
気
。

(
叩
)
『
東
津
禦
侮
輯
要
』
の
「
義
州
府
予
李
建
弼
録
送
」
に
あ
る
内
容
は
、
「
山
東
諸
彼

商
来
言
於
柵
市
日
、
英
国
美
国
本
以
富
館
、
只
好
交
易
、
不
好
戦
争
、
而
法
国
最
好

戦
、
市
好
利
略
、
具
兵
船
、
自
称
交
易
往
子
列
園
、
若
不
通
商
雄
屡
至
於
戦
争
、
期

於
得
諾
、
則
使
彼
同
類
之
国
使
往
通
商
、
則
坐
収
其
税
為
主
者
也
。
昨
年
出
往
朝
鮮

及
日
本
之
時
、
苦
請
得
銀
幾
百
万
両
於
広
東
富
商
及
英
美
両
国
等
処
、
雇
得
大
国
人

於
上
海
煙
台
営
口
等
諸
処
〈
中
略
)
大
抵
法
国
至
賞
者
也
。
必
請
得
銀
貨
然
後
可
図

遍
行
列
菌
、
而
向
時
貸
銀
与
雇
銀
、
リ
尚
来
報
給
。
〈
下
略
ご
な
ど
で
あ
る
。

『東津日記』と『東津禦侮輯要』について13 



(
却
)
『
東
津
一
一
禦
侮
輯
要
』
戊
辰
三
月
二
十
七
日
条

Q

彼
若
欲
入
水
円
、
則
必
待
潮
上
来
、
其
勢
如
矢
措
手
不
及
央
。
未
到
近
処
之
前
先
張

声
勢
、
火
光
砲
声
、
使
彼
見
之
聞
之
、
知
有
防
守
、
則
必
不
経
易
遡
上
失
。
姑
留
其

下
之
際
、
所
急
者
間
情
通
語
、
使
知
向
来
事
之
出
於
彼
所
自
取
、
且
万
無
一
両
個
留

存
之
意
、
以
観
彼
之
動
静
、
与
回
語
而
巳
。
(
中
略
)
放
渠
入
水
則
必
泊
黄
州
界
、

自
黄
間
情
、
又
何
能
如
我
意
乎
。
吾
所
痛
嘆
者
此
事
耳
。
(
中
略
)
大
砲
原
非
中
傷

彼
類
之
物
也
。
即
不
過
張
声
勢
之
物
也
。
前
所
下
去
者
如
此
、
吾
之
砲
手
緊
用
真
如

善
放
砲
手
、
連
放
市
中
其
人
也
。
(
中
略
)
先
張
声
勢
、
以
観
動
静
、
且
防
其
下
陸

窺
襲
、
最
是
緊
務
、
彼
若
下
陸
近
鎮
辺
時
、
伏
砲
手
狩
起
発
作
、
則
必
不
敵
犯
入
、

是
最
得
要
耳
。

(
包
〉
悶
よ
書
、
戊
辰
三
月
二
十
八
日
条
所
収
。

近
日

大
清
礼
部
杏
文
来
利
、

本
国
巳
知
、

貴
船
今
来
事
情
長
。
但

貴
船
不
許
我
人
近
前
相
問
、
只
顧
遡
江
上
堤
、
我
人
真
不
疑
依
。
今
承

回
示
、
元
来
果
非
別
事
、

貴
一
不
有
備
妥
文
書
、
願
層
々
上
達
等
語
、
未
知
別
有
備
来
文
書
、
向
在

貴
船
中
耶
。
或
者
井
比

貴
札
出
掲
水
辺
之
後
、
札
存
市
文
書
夫
了
耶
。
皆
由
不
許
我
人
近
前
通
情
之
故
致
此

疑
端
也
。
如
此
市
何
能
両
志
交
字
乎
。
如
有
文
書
、
向
在

貴
船
中
、
不
必
更
労
遡
流
上
堤
、
即
於
避
風
安
穏
処
碇
住
、
将
文
書
交
付
、
以
待
回

覆
、
室
可
至
可
。
海
門
防
犯
、
各
国
同
規
、
現
今
地
方
各
官
、
厳
兵
札
駐
、
恐
与
貴

船
又
生
最
端
、
悲
庸
奉
覆
、
惟
在

諒
悉
、
至
若
食
用
之
物
、
如
有
見
乏
、
自
有
待

賓
之
札
、
何
必
日
買
取
於
民
人
乎
。
還
甚
抽
凶
作
井
望

回
音
。

〈
m)
同
上
書
、
戊
民
四
月
初
六
日
条
。

彼
之
待
朝
廷
回
下
、
急
退
之
意
甚
緊
、
而
処
分
尚
是
遅
々
、
令
人
発
狂
耳
。
〈
中

略
)
大
抵
、
今
番
事
務
、
要
防
之
撫
之
、
善
持
送
之
、
為
可
、
而
毎
有
剃
減
等
語
、

是
所
大
悶
耳
。

(
幻
)
向
上
書
、
戊
辰
四
月
初
九
日
条
所
収
。

(
鈍
〉
向
上
書
、
四
月
初
十
日
辰
刻
見
耳
。
亥
時
伏
見
巡
相
辰
時
下
書
目
。

(
お
〉
向
上
書
、
四
月
十
一
日
条
。

(
部
)
向
上
書
、
四
月
初
十
日
条
。

〈
訂
)
向
上
書
、
四
月
初
十
日
、
亥
時
伏
見
巡
相
辰
時
下
書
目
。

(
却
)
向
上
書
、
四
月
十
一
日
、
安
時
伏
見
巡
相
昨
申
下
書
目
。

(
却
)
向
上
書
、
四
月
十
二
十
二
日
条
。

O
四
月
十
一
日
丑
、
上
答
巡
相
白
書
札
緊
封
深
蔵
品
。

O
四
月
十
二
日
(
中
略
〉
午
時
伏
見
巡
相
昨
午
下
書
目
、
初
九
卯
書
初
十
午
時
到
再

俄
書
悉
陳
、
今
無
緊
語
耳
。
龍
岡
今
既
在
邑
而
其
書
、
毎
従
官
船
橋
間
接
来
可
異

故
、
今
方
便
立
間
接
於
江
西
平
壌
直
路
、
市
官
船
橋
間
接
、
但
用
於
東
津
往
復
、
此

意
知
之
如
何
。
且
毎
見
令
書
有
中
間
折
見
之
痕
、
甚
為
殊
常
、
亦
或
皮
封
磨
弊
甚

者
、
内
紙
露
出
其
角
此
為
悪
習
砲
。
方
大
加
懲
励
為
計
、
此
後
則
勿
用
薄
薄
唐
簡

〈
中
略
)
雄
用
唐
簡
市
外
封
必
堅
糊
封
如
何
。

O
亥
時
伏
見
巡
相
昨
申
下
書
目
、
初
九
日
卯
書
己
答
、
初
九
日
申
書
亦
己
答
。
今
承

初
九
成
書
耳
。
大
抵
佐
事
也
。
今
書
外
封
則
椋
見
之
痕
未
詳
、
丙
内
封
則
下
端
簡
舌

顕
有
析
市
更
封
之
跡
。
此
何
故
耶
。
必
有
中
間
好
弊
央
。
吾
書
到
那
中
者
、
無
此
跡

耶
、
詳
細
示
之
如
何
。

(
却
)
同
上
書
、
四
月
十
二
日
条
。

O
亥
時
伏
見
巡
相
昨
卯
下
書
目
、
(
中
略
〉
京
中
適
捉
邪
徒
二
漢
、
即
再
昨
年
春
往

招
法
冠
入
品
中
者
、
市
産
退
時
的
又
同
去
失
。
又
約
此
船
而
先
回
者
也
。
此
船
中
有

所
謂
神
父
者
二
人
、
其
挿
十
字
青
旅
於
海
演
者
、
即
所
謂
教
友
相
応
之
標
号
也
。
此

二
人
又
方
束
装
向
往
之
際
見
捉
一
五
々
雲
書
教
如
是
耳
。
向
日
厭
船
之
出
十
字
二

十
粉
画
一
青
旅
挿
子
海
西
者
、
即
此
暗
号
也
。
邪
徒
綜
跡
不
可
不
察
乃
如
是
央
。

(
中
略
)
又
承
十
一
午
時
書
耳
中
間
必
有
倫
開
書
封
之
漢
品
。
此
無
乃
邪
徒
之
為
彼

細
作
者
耶
。
思
之
椋
然
此
将
何
以
則
識
捉
乎
。
甚
為
疑
佐
不
堪
央
。

〈
出
〉
向
上
。

(
担
)
同
上
書
、
四
月
十
四
日
条
。

O
同
時
伏
見
巡
相
昨
卯
下
書
目
、
(
中
略
〉
連
伴
之
往
席
島
後
、
消
息
更
未
聞
故
、

自
三
和
更
探
事
書
托
而
即
、
乗
風
潮
入
口
失
。
彼
夷
則
必
量
水
市
進
、
雄
舎
己
量
浅
深

而
在
水
円
以
外
而
巳
、
門
外
則
既
知
有
放
創
之
苦
、
且
未
量
水
何
能
如
載
魚
船
之
直

入
耶
。
且
彼
之
更
来
必
討
回
文
於
留
書
処
無
一
発
駿
上
之
理
耳
。
放
料
及
銭
条
並
当

有
区
画
耳
。
中
間
倫
析
書
封
者
捉
得
於
中
和
地
、
有
金
姓
両
漢
、
朴
姓
一
漢
、
市
朴
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則
逃
了
方
目
中
営
査
実
耳
。

〈
部
)
向
上
、
又
見
十
一
ニ
申
末
書
日
。

(
制
〉
向
上
書
、
四
月
十
六
日
条
。

ハ
お
)
向
上
書
、
四
月
十
九
日
条
。
八
十
五
日
楓
島
前
洋
間
情
〉

(
部
)
向
上
書
、
四
月
二
十
五
日
条
。

〈
訂
)
向
上
書
、
四
月
二
十
六
日
条
。

〈
犯
〉
向
上
。

〈
却
)
向
上
。
成
時
伏
見
巡
相
卯
時
下
書
日
。

念
必
非
俄
羅
也
。
即
仮
称
誼
嚇
之
説
品
。
必
我
人
邪
徒
引
何
洋
夷
、
市
亦
必
是
湖
中

本
処
之
好
也
。
俄
羅
姑
無
与
我
大
段
生
費
、
則
宣
有
無
一
言
相
関
、
而
謹
為
此
変
之

理
乎
。
必
也
先
発
交
易
等
説
、
次
々
生
隙
、
然
H盆
伺
何
等
事
端
、
而
今
乃
先
作
此

変
、
必
無
之
理
也
。
且
雲
閣
疑
此
処
来
之
船
、
宋
得
犯
入
両
鎮
、
則
其
間
走
彼
為

此
耶
。
然
此
又
必
不
然
、
此
夷
則
其
伺
留
於
楓
島
、
前
日
字
無
一
両
日
可
乗
之
隙
、

則
何
時
往
内
浦
乎
。
若
動
出
外
洋
向
南
、
則
間
各
処
瞭
望
、
堂
皆
昼
眠
乎
。
断
非
此

船
、
而
彼
是
別
船
也
。

ハ
剖
〉
向
上
書
、
四
月
二
十
七
日
条
。

見
本
伴
昨
・
申
書
日
、
(
中
略
〉
今
見
和
伴
書
与
啓
草
則
夷
舶
退
去
外
洋
云
、
其
来

其
去
閃
忽
回
測
、
而
既
云
退
央
。

ハM
M
)

向
上
書
、
五
月
二
十
日
条
。

(
位
)
向
上
書
、
六
月
十
二
日
条
。

六
月
十
二
日
巡
相
下
書
目
、
(
中
略
)
問
承
雲
下
書
有
日
済
洲
人
安
良
弼
為
名

者
普
天
文
、
置
之
左
右
、
毎
夜
着
天
如
合
符
節
、
今
二
月
先
言
江
華
永
宗
有
悪
気
、

非
兵
則
火
云
央
符
合
、
市
日
間
有
西
方
悪
気
一
旦
天
、
是
平
安
分
野
也
。
七
月
初
必
兵

象
云
。
大
抵
小
心
戒
厳
如
何
如
何
。

(
川
町
〉
向
上
。

(
川
崎
)
注
(
臼
)
。

(
M
W

〉
『
朴
珪
寿
全
集
』
巻
之
七
、
春
文
、
(
亜
細
亜
出
版
社
刊
)
、
四
六
六
頁
。
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